
本 書 面を 必 ず お 客さ ま へお 渡し く だ さ い 。取扱店さ まへ

　 弊社にクレ ジット 契約を お申込みいただく にあたり 、お客さまが不利益を 被ら な いために、売買契約または

役務提供契約に係る以下の内容について、自らご 確認く ださるよう お願いいたし ます。また、本内容について、

割賦販売法にもと づき弊社から 確認さ せていただきますので、お手数ですがご協力をお願いいたし ます。なお、

弊社から の確認時には、申込書を お手元にご 用意願います。

１ ．お申込みいただく 商品およびサービスは、申込書にすべて記載さ れていますか。申込書に記載さ れていない

付帯サービスや取扱店と の約束事項はありませんか。

２ ．お客さまが取扱店から 購入さ れようと する商品の数量は、ご自身でお決めになったものですか。

３ ．取扱店による、商品またはサービスの内容（ 性能、品質、効果、効能）の説明は、取扱店のカタ ログ、チラシ、

パンフ レット 等に記載さ れている 内容どおり でし たか。また、効果や効能について、その実現が不確実で

あるのに、あたかも 確実であるよう な 説明を 取扱店から 受けていませんか。

４ ．「 クーリングオフ のお知らせ」をお読みいただけまし たか。なお、「 クレジット 契約　 お申込みの内容」の「 お申込

年月日」がクーリングオフ の起算日と なります。

５ ．取扱店による次の行為は、法律で禁止さ れています。ご 確認を お願いいたし ます。

（ 1 ）勧誘時に嘘をつく こと

（ 2 ）お客さまに不利な事項を わざと 言わないこと

（ 3 ）お客さまに契約のお申込みをさ せるために、またはそのお申込みの撤回もしく は契約の解除を 妨げる

ためにお客さまを 威迫し 困惑さ せること

（ 4 ）お客さまがその住居から 退去するよう 意思表示し たにも 拘ら ず退去し な かっ たこと 、お客さまが勧誘を

受けている場所から 退去する旨の意思表示をし たにも 拘ら ず退去さ せな かっ たこと 、お客様に勧誘す

る旨を 告げずに退去困難な場所へ同行して勧誘すること 、第三者に相談しようと するお客さまを 脅し て

妨害すること

（ 5 ）「 ク ーリングオフ はでき ない」と 嘘を 言うこと 、威迫し 困惑さ せること などにより お客さまがクーリングオフ

しようと すること を 妨害すること

（ 6 ）虚偽誇大説明をすること

＊売買契約または役務提供契約およ び 商品または役務に関する お 問合せ、またはご 相談は取扱店に
お願いいたし ます。

　 クレ ジット 会社は、お 客さ まが取扱店から 購入する 商品の代金または提供を 受ける 役務の対価を 、

取扱店に対し て 一括し て 立替払いをし ます。お 客さ まは、その立替金に手数料を 加えた額を 後日分割

し て、または一括し てクレ ジット 会社へ支払います。クレ ジット 契約は立替払契約と なり ます。

　 クレ ジット 契約は、クレ ジット 会社がお 客さ まからクレ ジット 契約のお申込みを 受けて、お客さ まにつ

いて与信審査をし 、そのお申込みを 承諾し たと き に成立し ます。

１ ．「 クレジット 契約　 お申込みの内容」の表面に記載する事項および裏面のクレジット 契約約款をよく お読

みいただき、それらをご承認のう えクレジット 契約をお申込みく ださ い。

２ ．「 クレジット 契約　 お申込みの内容」の表面に記載する事項およびご記入にあたりご不明な点は取扱店に

お問合せく ださい。

３ ．「 クレジット 契約　 お申込みの内容」の各欄にご 記入いただけない場合は、お申込みをお受けでき ない

場合があります。

４ ．弊社へクレジット 契約をお申込みいただきまし たら 、「 クレジット 契約お申込みの内容」の書面は大切に

保管してく ださ い。

お申込みの内容のご確認と 申込書面の保管のお願い

勧誘方法等確認のお願いクレジット の仕組みについて

取 扱 店

【 お問合せ先・ ご 相談窓口】
東京ガス リ ース 株式会社（ 東京ガス グループ ）
〒1 6 3 - 1 0 6 4 　 東京都新宿区西新宿3 －7 －1 　 新宿パーク タ ワー1 2 階

［ 担当部］債権管理部　 　 電話0 3 －5 3 2 2 －1 1 3 0

お申込金額やお 支払回数によっ て、お 支払期間が長期間と なっ たり 手数料等が増える など 、

月々のお 支払金額が日常生活のご 負担になる 場合があり ます。本書面およ び「 クレ ジット 契約

お 申込みの内容」を よく お 読みのう え、無理なく ご 自身に合っ たプ ラ ン で お申込みく ださ い。

【 2 0 2 3 . 0 4 】
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１ ．取扱店と の交渉

　 次の場合は、お客さまはまず取扱店にご 連絡のう え、取扱店と 交渉し てく ださるよう お願いいたし ます。

（ 1 ）取扱店が商品を 引渡し てく れない、または取扱店が役務を 提供してく れない

（ 2 ）取扱店から 引渡さ れた商品に損傷、汚損、故障その他、種類、品質または数量に欠陥等がある

（ 3 ）取扱店から 提供さ れた役務の内容に問題がある

（ 4 ）取扱店から 引渡し を 受けた商品または提供を 受けた役務の内容が、取扱店の見本、カタ ログ等と 違う

（ 5 ）取扱店が商品の販売条件と なっている役務を 提供してく れない

（ 6 ）その他契約内容に問題がある

２ ．取扱店と の間で問題が解決し ない場合

　 取扱店に連絡が取れな い場合、連絡が取れても 上記「 １ ．」の問題が解決し な い場合、または取扱店が

売買契約もしく は役務提供契約のク ーリングオフもしく は取消し の申出に応じ てく れない場合は、弊社まで

ご 連絡く ださるよう お願いいたし ます。

３ ．支払停止の抗弁

　 お客さまは、取扱店と の間で 上記「 １ ．」の問題が解決するまで は、弊社から のクレ ジット 代金の請求に

対し 、その支払を 停止すること ができます。ただし 、契約約款第1 5 条（ 支払停止の抗弁）第7 項の各号に該当

する場合は、支払の停止はできません。

クレジット 代金の支払を 停止し ようと する場合は、その旨を 弊社にお申出く ださるよう お願いいたし ます。

「 支払停止の抗弁」に関するお申出の際には、「 支払停止のお申出の内容に関する書面」にお申出の内容を

ご 記入のう え、弊社宛てにご 提出く ださるよう ご 協力を お願いいたし ます。同書面用紙は弊社にご 連絡いた

だければ送付いたし ます。

１ ．以下のよう な場合でお申込みをさ れたと き は訪問販売と なります。

（ 1 ）住居や職場を 訪問さ れた場合

（ 2 ）お店以外の場所における1 日程度の展示会等でお申込みをさ れた場合

（ 3 ）路上・ 通路等または喫茶店等で呼び止めら れた場合

（ 4 ）本来の目的（ 役務の提供や商品の販売等）を 告げら れずに呼び出さ れた場合

（ 5 ）「 特にあなただけ選ばれた」などと いっ た著しく 有利な条件で呼び出さ れた場合

２ ．以下のよう な場合でお申込みさ れたと きは電話勧誘販売と なります。

（ 1 ）お店からの電話勧誘によりお客さまが郵便等（ 電話・ ファクシミリ・ 電子メ ール等を含む）でお申込み

された場合

（ 2 ）本来の目的（ 役務の提供や商品の販売等）を 告げら れずに誘引さ れ電話を かけさ せら れた場合

（ 3 ）「 特にあなただけ選ばれた」などと いった著しく 有利な条件で誘引さ れ電話を かけさ せら れた場合

３ ．上記1・ 2 の場合でも 、次の（ 1 ）～（ 3 ）の場合は訪問販売に、次の（ 4 ）（ 5 ）の場合は電話勧誘販売に

なりません。

（ 1 ）お客さまの方から 訪問するよう 依頼し た場合

（ 2 ）お客さまがお申込みをさ れたお店と 過去1 年以内に、店舗がある場合は1 回、店舗がな い場合は

2 回以上のお取引のある場合

（ 3 ）職場管理者の書面による許可を 受けた業者に職場でお申込みさ れた場合

（ 4 ）お客さまの方から お申込みの意思をもって電話を かけるよう 依頼し た場合

（ 5 ）お客さまがお申込みをさ れたお店と 過去1 年以内に、2 回以上お取引のある場合

購入し た商品または提供を受けた役務に問題があるときは

１ ．クレジット 契約に係る意思表示の取消し

　 お客さまは、次の場合にはクレジット 契約に係る意思表示を 取消すこと ができます。

２ ．ただし 、次の場合には、クレジット 契約に係る意思表示の取消し はできません。

（ 1 ）「 適用除外について」１ ．（ 1 ）（ 5 ）～（ 1 0 ）のいずれかに該当する場合

（ 2 ）追認できる時から 1 年間取消し を 行わない場合

（ 3 ）クレジット 契約を 締結し た時から 5 年を 経過し た場合

３ ．クレジット 契約のお申込みの撤回またはクレジット 契約の解除

　 お客さまは、「 訪問販売、電話勧誘販売」でクレ ジット 契約のお申込みをさ れ、そのお申込みが次の（ 1 ）

または（ 2 ）のいずれかに該当する場合、クレジット 契約の締結の日から 1 年間は、クレジット 契約のお申込み

を 撤回し 、またはクレジット 契約を 解除すること ができます。

（ 1 ）取扱店の1 回の販売が、日常生活で 通常必要と さ れる 分量、回数、期間を 著しく 超える 商品等の契約

（ 以下「 過量販売」と いいます。）と なる 場合

（ 2 ）過去のお客さ まの購入等の累積から 、取扱店の当該販売行為によっ て 過量販売になる 場合または

すで に過量販売であること を 取扱店が知り な がらさら に販売する 場合

４ ．ただし 、次の場合には、過量販売に係るクレジット 契約の解除はできません。

（ 1 ）お客さまに売買契約等の締結を 必要と する特別の事情があった場合

（ 2 ）「 適用除外について」１ ．（ 1 ）および（ 5 ）～（ 1 0 ）のいずれかに該当する場合

５ ．ご 注意

　 お 客さ まが、営業のためにまたは営業と し てクレ ジット 契約を 締結する ためにクレ ジット 契約のお申

込みをさ れた場合は、割賦販売法の消費者保護規定の適用はあり ません。

取扱店が「 訪問販売、電話勧誘販売」取引に係るクレジット 契約をお客さまに勧誘するにあたり 、不実のこ

と を 告げたこと により お客さ まが当該告げら れた内容が事実であると の誤認をし て、または故意に事実

を 告げな かっ たために当該事実が存在し な いと お客さまが誤認をし て、クレジット 契約のお申込みをし 、

またはクレジット 契約のお申込みの承諾をし た場合

その他の消費者保護規定について

訪問販売、電話勧誘販売について

（ 4 ）下記商品を 使用し 、もしく はその全部または一部を 消費し たと き（ 取扱店がお客さまに使用さ せ、

もしく はその全部または一部を 消費さ せた場合はこの限りではありません）

はきも の、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、

コンド ーム、生理用品、石けん（ 医薬品を 除く ）、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し 剤、ワックス、

靴クリ ーム、配置医薬品

適用除外について

早期完済のご 注意点

１ ．次の場合には、クレジット 契約のクーリングオフ はできませんのでご注意く ださ い。

（ 1 ）営業のためにもしく は営業とし てお申込みさ れた場合

（ 2 ）自動車の販売またはリ ースを 受けた場合

（ 3 ）葬儀サービスを 受けた場合

（ 5 ）取扱店がその従業員に対して行う 取引の場合

（ 6 ）商品が不動産の場合

（ 7 ）金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特定商取引法以外の他の法律によって消費

者保護が図ら れている商品やサービスの取引の場合

（ 8 ）割賦販売法における指定権利または特定商取引法の特定権利でない場合

（ 9 ）翌月1 回払いの場合

（ 1 0 ）その他割賦販売法および特定商取引法の適用を 受けない場合

２ ．上記１ ．（ 1 ）～（ 8 ）および特定商取引法の適用を受けない取引の場合、売買契約等のクーリングオフ は

できませんのでご注意く ださ い。

　 分割払手数料のお客さま負担のな いクレジット 契約の場合は、クレジット 契約期間中途で 早期完

済さ れても 分割払手数料の払戻し はありません。
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クレジット 契約のクーリ ングオフのお知らせ 売買契約等のクーリ ングオフのお知らせ

取
扱
店
名

取
扱
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住
所
・
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話
番
号

商
品
名
・
役
務
名

＜はがき 郵送時の記載例＞

＜はがき 郵送時の記載例＞

取
扱
店
名

取
扱
店
住
所
・
電
話
番
号

商
品
名
・
役
務
名

※電磁的記録と は電子メ ール等をさします。
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